
 

（事業の内容） 

第 7 条   

訪問看護事業の内容は次のとおりとする。 

（１） 訪問看護計画書の作成及び利用者又は家族への説明 

利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達

成するための具体的なサービス内容を記載 

  サービス内容の例 

①  病状・障害の観察 

② 清拭・洗髪等による清潔の保持 

③  食事および排泄等日常生活の世話 

④ 床ずれの予防・処置 

⑤  リハビリテーション 

⑥ ターミナルケア 

⑦  認知症患者の看護 

⑧ 療養生活や介護方法の指導 

⑨  カテーテル等の管理 

⑩  その他医師の指示による医療処置 

 

（２）訪問看護計画書に基づく指定訪問看護・指定介護予防訪問看護 

 

（３）訪問看護報告書の作成 

 

（利用料等） 

第 8 条  

（１） 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、 

当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の 

介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。 

（２） 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた

地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、

次の額を徴収する。 

①  実施地域を越えた地点から、片道 5 キロメートル未満  100 円 

②  実施地域を越えた地点から、片道 10 キロメートル以上  200 円 

（３） 死後の処置料は、10,000 円とする。 

（４） 医療保険適用者については、事務所の営業日以外の訪問看護 1 回につき 2,000 円を

加算する。 


